
条文 1月 2月 3月 4月〜

地盤(5・32条)

地震(6・33条)

材構(17・37条)

竜巻

外部火災

火山

火防

溢水(12条)
薬品(13条)

重事(36条)

設計条件及び評価判断基準

システム設計、構造設計等
(SA設備の配置等)

システム設計、構造設計等
(多様性・位置的分散）

(1.2SS含む）

解析評価等

(環境条件、個数・容量）

溢水影響評価の条件
設計条件及び評価判断基準 システム設計、構造設計等

(溢水防護設備の設計、溢水対策設備の設計)

設計条件及び評価判断基準 システム設計、構造設計等

設計条件及び評価判断基準 システム設計、構造設計等

システム設計、構造設計等

強度計算方法の整理

強度計算方法の整理

外部火災影響評価方法の整理

解析・評価等

解析・評価等

解析・評価等

設計条件及び評価判断基準

システム設計、構造設計等

設計条件及び評価判断基準

解析・評価方法の整理

解析評価方法の整理
解析・評価結果

解析評価方法の
整理

(溢水・薬品・
火災検知・
消火設備等）

設計条件及び評価判断基準

解析・評価等

材料設計

構造設計 評価方針・評価方法 評価判断基準との照合 仕様表記載事項の確認

評価判断基準との照合
設計要求等との照合

第２回 設工認のヒアリングスケジュール設定の考え方

ヒアリング状況を踏まえ適宜見直す。

仕様表記載事項の確認

仕様表記載事項の確認

仕様表記載事項の確認

仕様表記載事項の確認

仕様表記載事項の確認

設計要求等との照合

設計要求等との照合

設計要求等との照合

設計要求等との照合

設計要求等との照合解析評価等

解析評価等

設計要求等との照合

評価判断基準との照合

評価判断基準との照合

評価判断基準との照合

仕様表記載事項の確認

解析・評価等
(火災影響評価方法等の整理）

設計条件及び評価判断基準

火災区域及び火災区画構築物の配置 火災防護設備の設計（設置場所、性能等)

系統分離対策と火災区域・区画構造物 火災及び爆発に関する発生防止対策の説明

設工認申請におけるSA関連情報の相関

溢水防護対象設備の選定

建物先行

解析・評価等
(溢水影響評価）

(評価）
システム設計、構造設計等

配置、アクセスルート
保管場所等

類型化，代表性

令和5年1月25日
日本原燃株式会社

1

入力地震動

既認可からの変更

SA条文間の相関

評価条件

環境条件

機電

建屋支持の
竜巻防護対策設備 その他竜巻防護対策設備

火災防護設備

溢水防護設備、溢水対策設備、
溢水源

SA設備

解析評価等

(代表条文以外の条文の説明)

【公開版】



耐震関係
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3

「第五条 安全機能を有する施設の地盤」、
「第六条 地震による損傷の防止」の説明順序

評価判断基準との照合
設計要求等との照合

設計条件及び評価判断基準

システム設計、構造設計等

解析・評価方法の整理

○耐震計算の前提条件となる入力地震動の設定に係る内容について説明する。
（使用する資料）

・耐震建物08

○耐震設計の基本方針、耐震計算に関する基本方針及び計算書作成の基本方針等について
第１回申請から追加や拡充した内容（差分）について説明する。

（使用する資料）
・地震00-01別紙4
（耐震設計の基本方針、耐震計算の基本方針、計算書作成の基本方針部分）

〇床応答曲線（FRS）、代表設備による耐震計算書、影響評価の説明
（使用する資料）

・地震00－01別紙4（各計算書部分）
・耐震建物05、07 33、34、36
・耐震建物07
・耐震建物23、30
・耐震機電14、17、24、28
・耐震機電11、12、21、31

○建物・構築物の耐震計算に係る第２回申請における追加事項を説明
・第１回申請から追加や拡充した内容のうち、新規項目である洞道の評価方法に係る内容を先
行して説明（液状化評価に係る根拠含む）

（使用する資料）
・耐震建物31、32、 35、37
・耐震地盤01、耐震建物13

○機器・配管系の耐震計算に係る第２回申請における追加事項を説明
（使用する資料）

・耐震機電01、03、10、15、18、23、25、26、30

○条文側で選定した設備を含めて耐震評価における類型化の考え方、代表設備の選定を説明
・溢水・薬品防護設備、溢水・薬品対策設備、火災感知・消火設備及び重大事故等対処設
備（1.2Ss）は、条文側で対象を選定する。

（使用する資料）
・耐震建物01
・耐震機電07
・耐震機電27
・耐震機電29

○申請対象設備に対して既認可からの変更内容
について整理

（使用する資料）
・耐震建物01
・耐震機電13

解析・評価結果

他条文側の選定設備
○溢水・薬品防護設備（DB）
○溢水・薬品対策設備（DB）
○火災感知・消火設備（DB）
○重大事故等対処設（1.2Ss）

■︓1/13 ▼︓1/20

■︓1/20 ▽︓1/27

□︓資料提出予定日 ▽︓ヒアリング予定日
■▼︓実績

1 耐震

2-1耐震

2－2①耐震

□︓2/10 ▽︓2/17 □︓1/31 ▽︓2/7
□︓1/31 ▽︓2/7

□︓2/28 ▽︓3〜

2-2②耐震

3-1、2耐震 □︓2/M~3/B（調整中） ▽︓4〜
□︓2/28 ▽︓3/7

□︓2/14 ▽︓2/21

提出日調整中
□︓2/28 ▽︓3/7

□︓3/24 ▽︓4〜

１．設計条件
及び評価判断基準

２．具体的な設備等の設計

３．具体的な設備等の設計と
評価判断基準との照合

２．具体的な設備等の設計

□︓2/14 ▽︓2/21
□︓2/3 ▽︓2/10

□︓2/28 ▽︓3〜

□︓3/23 ▽︓4〜
□︓3/23 ▽︓4〜

□︓3/28 ▽︓4〜



「第五条 安全機能を有する施設の地盤」、
「第六条 地震による損傷の防止」の補足説明資料提出方針
補足説明資料提出及び説明にあたり考慮すべき事項

●他条文へのインプット・・・ なし
●他条文からのインプット・・ 耐震計算書を示す「第十一条 火災等による損傷の防止」、「第十二条 再処理施設内における溢水による損傷

の防止」、「第十三条 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止」及び「第三十六条 重大事
故等対処設備」について、各条文側で評価対象、代表性の考え方の明確化が必要

●自条文内のインプット・・・ 耐震計算の前提条件となる入力地震動の算定について、地盤モデルの設定の考え方の明確化が必要

上記を踏まえた補足説明資料の提出の考え方(優先順位)
① 入力地震動の算定に用いる地盤モデルの設定 【1/13提出済み】

• 建物・構築物及び機器・配管系の耐震計算の前提条件となることから、補足説明資料にて説明する。
• 第2回申請における複数施設の申請を踏まえた地盤モデル設定の目的・考え方を明確にした上で説明する。

② 耐震設計の基本方針、耐震計算に関する基本方針及び計算書作成の基本方針等【1/E〜2/E提出】
• 耐震設計の基本方針として、第１回申請から追加や拡充した内容（差分）について説明する。
• 申請対象設備に対して、既認可からの変更内容を説明する。

③ 耐震計算に係る第２回申請における追加事項を説明【1/E〜3/E提出】
• ②において抽出した第2回申請における追加事項について、計算書作成の基本方針及び個別補足説明資料を用いて説明を実施する。
• 建物・構築物については、第１回申請から追加や拡充した内容のうち、新規項目である洞道の評価方法に係る内容について補足説明資

料を先行提出し、説明する。
• 機器・配管系については、各基本方針の追加、拡充した内容について補足説明資料を用いて説明する。

④ 耐震評価における類型化の考え方、代表設備の選定【2/M〜3/E提出】
• ②及び③において整理される評価プロセスを踏まえ、類型化の考え方及び代表設備の選定の考え方を説明する。

⑤ 耐震評価、影響評価【2/M〜提出】
• 第1回申請における説明から差分を踏まえて、第2回申請設備における耐震評価結果について、補足説明書にて説明する。

補足説明の流れ

具体的資料の提出工程は資料提出スケジュール参照

①入力地震動の算定に用いる地盤モデルの設定

② 耐震設計の基本方針、耐震計算に関する基本方針及び計算書作成の基本方針等

③ 耐震計算に係る第２回申請における追加事項を説明

4月以降
④ 耐震評価における類型化の考え方、代表
設備の選定
⑤ 耐震評価、影響評価
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申請対象設備 ○材料及び構造の対象範囲

○容器及び管
・公式による評価又は解析による評価を適用し，許容引張応力S値基準の評価を実施することで，全体
的な変形を弾性域に抑える及び座屈が生じないよう設計することを説明

・高圧ガス保安法の適用を受けるボンベにあっては，高圧ガス保安法を適用した設計とすることを説明
・水素爆発等（SA）の設計過渡条件に対しては，公式による評価又は解析による評価を適用し，設計
降伏点Sy値又は設計引張強さSu値基準の評価を実施することで，経路の破断や開口に至る塑性変
形が生じない又は全体的な塑性変形が生じない若しくは塑性変形が生じたとしても臨界が発生しない設
計とすることを説明 等

○ポンプ及び弁並びに内燃機関
・ポンプ/弁は耐圧試験等により強度を確認したものを使用する設計とすることを説明
・内燃機関は，火力基準の規定を満足するものを使用する設計とすることを説明

○支持構造物
・耐震評価による

○可搬型SA設備
・JSMEクラス3機器の規定を基本とした公式による評価を実施（完成品以外）
・一般産業用工業品の規格/基準への適合確認による評価を実施（完成品）

（使用する資料）
・各条00別紙４
・材構07,10
・材構09

材料設計

解析・評価等
○材料及び構造に係る類型化
〇代表設備の選定

第6,33条（地震）へ

○材料選定
・取り扱う放射性物質の濃度，腐
食環境(硝酸濃度，使用温度)
等の条件を考慮して定めた材料
選定フローに基づき材料選定を実
施

○腐食代の設定
・腐食性流体(0.2mol／l以上の
硝酸溶液)を内包する容器及び
管を対象に，使用環境を考慮し
て腐食速度を定め，運転年数に
基づく腐食量に設計余裕を加味
して設定

（使用する資料）
・各条00別紙４
・材構06

評価方針・評価手法

構造設計

〇環境条件，構造等に応じた評価方針，評価手法について説明 等
（使用する資料）

・各条00別紙４
・材構08,11,12
・材構09

SA（36条）︓環境条件等

「第十七条、第三十七条 材料及び構造」の説明順序

○材料及び構造に係る設計方針
・環境条件・要求機能を踏まえた材料及び構造としての設計方針について説明
・材料及び構造に係る類型化について説明
（使用する資料）
・各条00別紙1，別紙4
・材構03

・環境条件（環境温度・圧力、内
部流体温度・圧力）に対して要
求される機能の整理

○関連する仕様表項目
・環境条件を踏まえた最高使用圧力及び最高使用温度
・選定された主要材料
・強度評価による設計上の必要な厚さ

設計条件及び評価判断基準 ○設計条件については、第１回申請からの追加として，SA条件(設計条件，設計過渡
条件を考慮することを説明する。

〇評価判断基準については、第２回申請対象設備に対して、SA設備としての機能を踏ま
えた材料及び構造としての許容限界の設定方針について説明する。

（使用する資料）
・各条00別紙１、４
・材構09

評価判断基準との照合 〇「解析・評価」に基づく計算結果と、「評価判断基準」にて、設定した許容限界を比較し、問題
ないことを確認する。

（使用する資料）
・各条00別紙４

仕様表記載事項の確認

□︓2/17 ▽︓3/1

□︓資料提出予定日 ▽︓ヒアリング予定日
■▼︓実績1 材構

2ー2材構

2-１②「材構2-１①材構

2-2材構

3-2材構

□︓2/17 ▽︓3/1

□︓2/28 ▽︓3/7
□︓2/17 ▽3/7

□︓2/28 ▽︓3/7
□︓2/17 ▽3/7 

□︓2/28 ▽︓3/7
□︓2/17 ▽3/1

□︓2/22 ▽︓3/1

１．設計条件
及び評価判断基準

３．具体的な設備等の設計と
評価判断基準との照合

２．具体的な設備等の設計

２．具体的な設
備等の設計

２．具体的な設
備等の設計

２．具体的な設
備等の設計

３．具体的な設備等の設計と
評価判断基準との照合

□︓2/22 ▽︓3/1
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□︓2/22 ▽︓3/1

□︓2/22 ▽︓3/1



「第十七条、第三十七条 材料及び構造」の補足説明資料提出方針

補足説明資料提出及び説明にあたり考慮すべき事項
●他条文からのインプット・・ 第三十六条から考慮する条件及びその条件におけるSA設備の設計方針

上記を踏まえた補足説明資料の提出の考え方(優先順位)
① 共通00シリーズ／類型化【2/M提出】

• 見直しを図った修正版の材構00-01を一式提出する。

② SA設備の設計方針(第三十六条)を考慮したSA設備の設計・評価方針【2/E提出】
• 第三十六条からのインプットであるSA時に考慮する条件及びその条件におけるSA設備の設計方針を踏まえ，材料及

び構造における設計条件及び評価判断基準についてご説明する。
• また，上記を踏まえ第１回申請からの基本設計方針の追加事項等についてご説明する。

③ 材料及び構造に係る類型化並びに代表設備【2/E提出】
• SA設備の設計・評価方針を踏まえ，材料及び構造に係る類型化並びに代表機器，補足説明事項等について説明

する。

④ 代表設備によるDB・SAに係る評価方針・評価手法，評価結果等の説明【3/B提出】
• SA設備の設計・評価方針を踏まえ，材料及び構造に係る類型化並びに代表機器，補足説明事項等について説明

する。

補足説明の流れ

具体的資料の提出工程は資
料提出スケジュール参照

②ＳＡの設計条件
及び表判断基準

①材構00-01見直し版

③類型化及び代表設備

⓪第三十六条にお
ける考慮する条件
及びＳＡ設備の
設計方針

④代表設備による説明
6



ＤＢ関係
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○解析・計算方針を説明
・構造上の違いを踏まえて、類型化（グルーピング）を説明する。
・類型化を踏まえた代表設備の選定および評価内容の妥当性を説明する。
・構造上の違いに関する評価の妥当性を説明する。

〇強度計算の方針書と強度計算書の書き分けを説明する。
・方針書と計算書で預かる情報の整理
・類型化を踏まえた方針書の記載整理

（使用する資料）
・各条00別紙４
・外竜巻05、21、22、30、35等

8

評価判断基準との照合 〇「解析・評価」に基づく計算結果と、「評価判断基準」にて、設
定した許容限界を比較し、問題ないことを確認する。

（使用する資料）
・各条00別紙４

解析・評価等

○仕様表記載項目に妥当性について
説明する。
（使用する資料）
・共通08

「第八条 外部衝撃による損傷の防止︓竜巻」の説明順序

設計条件及び評価判断基準 ○設計条件（基本設計方針等）については、第１回申請にて審査済。
〇評価判断基準については、第２回申請対象設備に対して、基本設計方針を踏まえた許容限界の妥当性を説明する。
（使用する資料）

・各条00別紙１、４

仕様表記載事項の確認

第36条（SA）から
申請対象設備（８条）
・第１Gr︓冷却塔、配管、飛来物防護ネット、建屋（燃料加工建屋）
・第２Gr︓冷却塔、配管、飛来物防護ネット、建屋、排気筒、換気空調設備（ダ

クト、配管、排風機）、飛来物防護板等

申請対象設備（36条）
・第２Gr︓建屋、固縛装置等

システム設計、構造設計等 ○申請対象設備の構造を説明する。
・基本設計をどのように形にしたのか、構造上の特徴も交えながら詳細に説明する。
・第１回申請対象設備との比較等を踏まえて、構造の類似性を説明し、構造上の違いを洗い出す。

A︓ 飛来物防護ネット
安全冷却水A冷却塔、配管（移設）
飛来物防護板
固縛装置
重大事故等対処設備

B-2︓各冷却塔、建屋、主排気筒、換気空調設備 等
○関連する条文の関係を整理
○申請対象設備の纏まりを整理

（使用する資料）
・構造図 各条00別紙４（Ⅵ-1-1-1-2-3 竜巻の影響を考慮する施設の設計方針）等

強度計算方法の整理 ○申請対象設備ごとに評価方法、発電炉の実績、耐震評価との関係等を整理
・定型式による評価、FEMによる評価
・耐震評価との関係
・発電炉の先行例の有無
・固縛装置の評価（余長固縛、ボルト固縛、ワイヤー固定など分類を整理）

（使用する資料）
・設工認申請書，共通00別紙４（Ⅵ-1-1-1-2-4-1 竜巻への配慮が必要

な施設等の強度計算の方針 等）

設計要求等との照合 ○申請対象設備に対する要求
事項に対する適合性等を説
明する。

（使用する資料）
・各条00別紙４，各補足
説明資料等

□︓資料提出予定日 ▽︓ヒアリング予定日
■▼︓実績

1,竜巻

■︓1/52-1竜巻

2-2①竜巻

2-2②竜巻

3-2竜巻

3-1竜巻

□︓1/27（飛来物防護ネット（G10） ▽︓要調整



「第八条 外部衝撃による損傷の防止︓竜巻」の補足説明資料提出方針

補足説明資料提出及び説明にあたり考慮すべき事項
●他条文へのインプット・・・竜巻防護対策設備は、地震等において波及的影響を及ぼさない強度を有する必要があるため、６条（耐震）及び

８条（火山、外部火災）の審査のため、構造を明確にする必要がある。
●他条文からのインプット・・ 特になし（防護対象となる設備の明確化は必要）
●自条文内のインプット・・・竜巻防護対策による防護を前提とした影響評価となっているため、防護範囲が適切であることを明確にする必要があ

る。

上記を踏まえた補足説明資料の提出の考え方(優先順位)
① 評価対象設備の構造概要説明【1/27〜提出】

・竜巻防護対策設備等の新規設置した設備は、波及的影響を及ぼさない設備として、他条文でも評価対象となること
から、新規設置した設備を中心に、外部衝撃における影響評価対象設備の構造概要を説明する資料を提出する。
→ 「外部衝撃関係の要求で新規に設置又は改造した設備」

・上記にて説明した構造概要を詳細に説明する資料を提出する。
→「外竜巻16 防護ネット及び防護板の健全性について」等

・申請書に記載されている設計方針と構造上の特徴が一致しているか確認できる資料を提出する。
→「外竜巻00 本文、添付書類、補足説明項目への展開」

②竜巻影響評価の評価部位の説明【2/M〜提出】
・構造上の特徴踏まえた評価対象部位を説明する資料を提出する。
→「外竜巻05 構造強度評価における評価対象部位の選定について」等

③評価の妥当性説明【3/M〜提出】
・評価内容の妥当性及び再処理特有の評価内容について妥当性を説明する資料を提出する。
→「外竜巻35 配管等に対する設計飛来物の衝突影響評価について」等

補足説明の流れ

具体的資料の提出工程は資
料提出スケジュール参照

①評価対象設備の構造概要説明
②竜巻影響評価の評価部位の説明

③評価の妥当性説明
耐震（六条）へ
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申請対象設備（８条）
・第１Gr︓冷却塔、配管、飛来物防護ネット、建屋（燃料加工建屋）
・第２Gr︓冷却塔、配管、飛来物防護ネット、建屋、排気筒、換気空調設備（ダ

クト、配管、排風機）、飛来物防護板等

申請対象設備（36条）
・第２Gr︓建屋等

「第八条 外部衝撃による損傷の防止︓外部火災」の説明順序

〇「外部火災影響評価方法の整理」を踏まえ、設工認申請書における「影響
評価の方針」の記載内容を説明する。
・第１Grから追加となった内容を説明

〇影響評価における方針書と評価結果の書き分けを説明する。
○評価結果を説明する。
・代表設備の評価を説明（第１Gr申請設備（MOX含む）と同じ分類は、
第１Gr申請設備との差分を明らかにし、差分を追加で説明）

（使用する資料）
・各条00別紙４
・外外火04
・外外火22、23、24等

評価判断基準との照合 〇「解析・評価」に基づく計算結果と、「評価判断基準」にて、設
定した許容限界を比較し、問題ないことを確認する。

（使用する資料）
・各条00別紙４

解析・評価等

○仕様表記載項目に妥当性について
説明する。
（使用する資料）
・共通08

設計条件及び評価判断基準 ○設計条件（基本設計方針等）については、第１回申請にて審査済。
〇評価判断基準については、第２回申請対象設備に対して、基本設計方針を踏まえた許容限界の妥当性を説明する。
（使用する資料）

・各条00別紙１、４

仕様表記載事項の確認

システム設計、構造設計等
○申請対象設備の構造を説明する。
・基本設計をどのように形にしたのか、構造上の特徴も交えながら詳細に説明する。
・第１回申請対象設備との比較等を踏まえて、構造の類似性を説明し、構造上の違いを洗い出す。
A︓ 防火帯

飛来物防護ネット（耐火塗装）
安全冷却水A冷却塔、配管（移設）
飛来物防護板（耐火塗装）
重大事故等対処設備

B-2︓各冷却塔（遮熱板、耐火塗装）、建屋、換気空調設備 等
○関連する条文の関係を整理
○申請対象設備の纏まりを整理
（使用する資料）
・構造図 ，共通09，各条00別紙４（Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災の影響を考慮する施設の設計

方針）等

外部火災影響評価方法の整理
○申請対象設備ごとに評価方法、発電炉の実績との関係等を整理
・第１Gr申請設備と同じ評価、第２Grで新たに追加となる評価の有無
・発電炉の先行例の有無

（使用する資料）
・設工認申請書，各条00別紙４（ Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災の影響を考

慮する施設の設計方針 等），各条00別紙１,５ ○申請対象設備に対する要求事項に
対する適合性等を説明する。

（使用する資料）
・設工認申請書，各条00別紙４等

設計要求等との照合

第36条（SA）から

□︓資料提出予定日 ▽︓ヒアリング予定日
■▼︓実績

1,外外火

2-1外外火 ■︓1/5

2-2①外外火

3-2外外火

3-1外外火

□︓1/31 ▽︓3/1 (設備概要の説明後設定)

2-2②外外火

□︓1/31▽︓3/１ (設備概要の説明後設定)
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□︓1/27（飛来物防護ネット（G10） ▽︓要調整



「第八条 外部衝撃による損傷の防止︓外部火災」の補足説明資料提出方針

補足説明資料提出及び説明にあたり考慮すべき事項
●他条文へのインプット・・・耐火被覆及び遮熱板は設備重量を増加させるため、 ６条（耐震）の審査のため、構造図を明確にする必要があ

る。
●他条文からのインプット・・竜巻防護対策設備は、地震等において波及的影響を及ぼさない強度を有する必要があり，耐火被覆の施工範囲

を明確にする必要がある。

上記を踏まえた補足説明資料の提出の考え方(優先順位)
① 評価対象設備の構造概要説明【1/27〜提出】

・竜巻防護対策設備等の新規設置した設備は、波及的影響を及ぼさない設備として、他条文でも評価対象となること
から、新規設置した設備を中心に、外部衝撃における影響評価対象設備の構造概要を説明する資料を提出する。
→ 「外部衝撃関係の要求で新規に設置又は改造した設備」

・上記にて説明した構造概要を詳細に説明する資料を提出する。
→「外外火04 航空機墜落火災について」

・申請書に記載されている設計方針と構造上の特徴が一致しているか確認できる資料を提出する。
→「外外火00 本文、添付書類、補足説明項目への展開」

②外部火災影響評価の評価部位の説明【1/31〜提出】
・構造上の特徴踏まえた評価対象部位を説明する資料を提出する。
→「外外火04 航空機墜落火災について」等

③評価の妥当性説明【1/31〜提出】
・評価内容の妥当性及び再処理特有の評価内容について妥当性を説明する資料を提出する。
→「外外火22 代表施設の選定について」等

具体的資料の提出工程は資
料提出スケジュール参照

①評価対象設備の構造概要説明
②外部火災影響評価の評価部位の説明

③評価の妥当性説明
耐震（六条）へ

補足説明の流れ
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○申請対象設備の構造を説明する。
・基本設計をどのように形にしたのか、構造上の特徴も交えながら詳細に説明する。
・第１回申請対象設備との比較等を踏まえて、構造の類似性を説明し、構造上の違いを洗い出す。

A︓ 飛来物防護ネット
安全冷却水A冷却塔､配管（移設）
飛来物防護板
重大事故等対処設備

B-2︓各冷却塔、建屋、換気空調設備 等
○申請対象設備の纏まりを整理
（使用する資料）

・構造図 各条00別紙４（Ⅵ-1-1-1-4-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針）等

申請対象設備（８条）
・第１Gr︓冷却塔、配管、飛来物防護ネット、建屋（燃料加工建屋）
・第２Gr︓冷却塔、配管、飛来物防護ネット、建屋、排気筒、換気空調設備（ダ

クト、配管、排風機）、飛来物防護板等

システム設計、構造設計等

強度計算方法の整理 ○申請対象設備ごとに評価方法、発電炉の実績、耐震評価との
関係等を整理
・定型式による評価、FEMによる評価
・耐震評価との関係
・発電炉の先行例の有無
(使用する資料）
・設工認申請書，各条00別紙４（Ⅵ-1-1-1-4-4-1 火山

への配慮が必要な施設の強度計算の方針 等）
・外火山03,13

申請対象設備（36条）
・第２Gr︓建屋等

○申請対象設備ごとに閉塞等に対する対処方法を整理
（使用する資料）
・設工認申請書，各条00別紙４（Ⅵ-1-1-1-4-3

降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針），外火
山07,08,09,12,14,15,16

「第八条 外部衝撃による損傷の防止︓火山」の説明順序

○申請対象設備に対する要求事項に対する適合性等を
説明する。

（使用する資料）
・設工認申請書，各条00別紙４等

第36条（SA）から

設計条件及び評価判断基準
○設計条件（基本設計方針等）については、第１回申請にて審査済。
〇評価判断基準については、第２回申請対象設備に対して、基本設計方針を踏まえた許容限界の妥当性を説明する。
（使用する資料）

・各条00別紙１,4 
・外火山02

設計要求等との照合

仕様表記載事項の確認 ○仕様表記載項目に妥当性について説明する。
（使用する資料）
・共通08

解析・評価等

評価判断基準との照合 〇「解析・評価」に基づく計算結果と、「評価判断基準」にて、設
定した許容限界を比較し、問題ないことを確認する。

（使用する資料）
・各条00別紙４

○解析・計算方針を説明
・構造上の違いを踏まえて、類型化（グルーピング）を説明する。
・類型化を踏まえた代表設備の選定および評価内容の妥当性
を説明する。
・構造上の違いに関する評価の妥当性を説明する。

〇強度計算の方針書と強度計算書の書き分けを説明する。
・方針書と計算書で預かる情報の整理
・類型化を踏まえた方針書の記載整理

（使用する資料）
・各条00別紙４

□︓資料提出予定日 ▽︓ヒアリング予定日
■▼︓実績

1火山

2-1火山

2-2①火山

3-１火山

2-2②火山

3-2火山
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■︓1/5

□︓1/27（飛来物防護ネット（G10） ▽︓要調整



「第八条 外部衝撃による損傷の防止︓火山」の補足説明資料提出方針

補足説明資料提出及び説明にあたり考慮すべき事項
●他条文へのインプット・・・特になし
●他条文からのインプット・・ 竜巻防護対策設備が降下火砕物の荷重により、降下火砕物防護対象施設に波及的影響を及ぼさない強度を有

する必要がある。

上記を踏まえた補足説明資料の提出の考え方(優先順位)
① 評価対象設備の構造概要説明【1/27〜提出】

・竜巻防護対策設備等の新規設置した設備は、降下火砕物防護対象施設に波及的影響を及ぼさない設備として、
評価対象となることから、新規設置した設備を中心に、外部衝撃における影響評価対象設備の構造概要を説明する
資料を提出する。
→ 「外部衝撃関係の要求で新規に設置又は改造した設備」

・申請書に記載されている設計方針と構造上の特徴が一致しているか確認できる資料を提出する。
→「外火山00 本文、添付書類、補足説明項目への展開」

②構造強度評価における評価部位の説明【2/M〜提出】
・構造上の特徴踏まえた評価対象部位を説明する資料を提出する。
→「外火山03 構造強度評価における評価対象部位の選定について」等

③評価の妥当性説明【3/M〜提出】
・評価内容の妥当性及び再処理特有の評価内容について妥当性を説明する資料を提出する。
→「外火山07 火山防護設計の基本方針に関する磨耗に対する設計について」等

具体的資料の提出工程は資
料提出スケジュール参照

①評価対象設備の構造概要説明
②構造強度評価の評価部位の説明

③評価の妥当性説明
耐震（六条）へ

補足説明の流れ
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火災防護対象設備の選定
○火災防護上重要な機器等及び常設重大事故等対処施設の選定結果（12条溢水、13

条薬品に関係）
○上記のうち火災防護上の最重要設備の選定結果
（使用する資料）

・各条00別紙４（Ⅲ-1-1）
・補足1-1

システム設計、構造設計等
（火災区域及び火災区画構築
物の配置）

○火災防護上重要な機器等及び常設重大事故等対処
施設を設置する火災区域及び火災区画の設定結果とし
て、火災区域及び火災区画構築物の配置状況、区画
範囲の考え方を説明（12条溢水、13条薬品に関係）

〇上記に関連し、火災防護上の最重要設備と、系統分離
対策に用いる火災区域・区画構築物の配置

（使用する資料）
・各条00別紙４（Ⅲ-1-1）
・補足1-2

システム設計、構造設計等
（火災及び爆発に関する
発生防止対策の説明）

防護対象設備の選定、火災区域及び火災区画の設
定は、後段の説明の前提となるため最初に説明する。ま
た、溢水、化学薬品漏えいと共通する内容であることか
ら、これらの条文もまとめて説明する。

システム設計、構造設計等
（火災防護設備の設計
（設置場所、性能等））

１．感知設備
○多様化する火災感知器のうち、実用炉との違いも含め、

イレギュラーな対応をしているものを優先して説明
○火災感知器の耐震の考え方
（使用する資料）

・各条00別紙４（Ⅲ-1-1,2、Ⅳ-3）、補足3-1

システム設計、構造設計等
（系統分離対策と火災区域・
区画構築物の性能評価）

第6条（地震）へ

第36条（SA）から

解析・評価等
（火災影響評価方法の整理）

２．消火設備
〇消火設備の選定結果、消火の成立性について説明
○消火設備の耐震の考え方
（使用する資料）

・各条00別紙４（Ⅲ-1-1,2、Ⅳ-3）
・補足3-3,6,9,13

〇不燃性・難燃性材料の使用
（使用する資料）

・各条00別紙４（Ⅲ-1-1）
・補足2-3〜7

〇評価方法︓同様の手法で評価しているものを分類
・火災影響評価に必要となる収集データと特性表
・火災伝播と影響評価対象機器の安全機能に応じたスクリーニング方法
・系統分離（制御室含む）の妥当性確認
・系統分離対策以外の分離の妥当性確認（FDTs）の評価条件

（使用する資料）
・各条00別紙４（Ⅲ-1-3）・補足4-5,6

○火災防護上の最重要設備に対する系統分離対策及び制
御室の系統分離対策

○上記分離に用いる火災区域・区画構築物（系統分離対
策に用いる1時間耐火壁(ラッピング含む)）について試験
結果等を踏まえて説明

（使用する資料）
・各条00別紙４（Ⅲ-1-1）、補足4-1,4-2,4-9

「第十一条 火災等による損傷の防止」、
「第三十五条 火災等による損傷の防止」の説明順序

設計条件及び評価判断基準 ○設計条件（基本設計方針等）については、第１回申請にて審査済。
〇評価判断基準については、第２回申請対象設備に対して、基本設計方針を踏まえた判断基準の妥当性を説明する。
（使用する資料）

・各条00別紙１、４

設計要求等との照合

仕様表記載事項の確認

第6条（地震）へ

〇評価結果
・当該火災区域(区画)及び隣接火災区域(区画)の評価結果
・火災影響評価の詳細について(最重要設備以外)

（使用する資料）
・各条00別紙４（Ⅲ-1-4）・補足4-6

解析・評価等（評価）
○仕様表記載項目に妥当性について

説明する。
（使用する資料）
・共通08

○申請対象設備に対する要求事項に
対する適合性等を説明する。

（使用する資料）
・設工認申請書，各条00別紙４等

1.①火防

2-1①火防

3-1火防

1,②火防

2-1③火防

2-2①火防

2-1②火防

2-1④火防

2-2②火防

□︓1/26（資料提出のみ）

□︓1/26 ▽︓2/９（2-1③と同時に実施） □︓2/9 ▽︓2/16

□︓2/16,2/22 ▽︓2/24,2/28

□︓2/2〜順次提出

□︓1/26,2/2 ▽︓2/９（2-1①と同時に実施）

□︓2/28 ▽︓3/7

□︓2/28 ▽︓3/7
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防護対象、区域・区画
を設定後はそれぞれ説
明可能となるが、消火
設備の設置箇所は感
知設備の設置箇所が
ベースとなるため、感知
→消火の順での説明。



「第十一条 火災等による損傷の防止」、
「第三十五条 火災等による損傷の防止」の補足説明資料提出方針
補足説明資料提出及び説明にあたり考慮すべき事項

●他条文へのインプット・・・ 耐震（六条）へのインプットとして火災感知設備、消火設備、1時間耐火隔壁（波及影響）に係るシステム設
計及び構造計画等（構造図、系統図等）の明確化が必要

●他条文からのインプット・・ 特になし（防護対象となる設備の明確化は必要）
●自条文内のインプット・・・ 火災影響評価へのインプットとして火災感知設備、消火設備、1時間耐火隔壁は火災影響評価の配置設計の

明確化が必要

上記を踏まえた補足説明資料の提出の考え方(優先順位)
① 防護対象及び火災区域・区画の設定【1/E提出】

• 防護対象の選定結果及び火災区域・区画設定をうけて火災防護設備は設計されるため、まずは本補足説明資料を提出する。な
お、本資料は許可段階及び第１Grでも考え方を述べており、リストの更新となるため基本的に資料提出で計画。

② 火災防護設備（感知・消火・影響軽減）【2/B〜2/E提出】
• 火災感知設備及び消火設備を設置する区域の選定、区域に応じて設置する設備の選定の妥当性を説明する。

また、逆に火災防護設備を設置しない区域や、火災防護設備以外の機器により代用する設備（固化セルの火災検知等）につい
ては、許可段階で方針及び概要のみ説明しているため、設置しない事の妥当性を設備仕様を含めて説明する。

• 区域に設置する火災防護設備の性能妥当性について説明する。なお、大部分の設備は先行電力でも実績を有するため、再処理
特有として設置している設備を中心に検証試験結果も用いて説明する。

• 上記により対象設備と設置場所を明確にしたうえで、火災感知設備、消火設備及び影響軽減設備のうち、耐震へのインプットに必
要となるシステム設計及び構造計画等（構造図、系統図等）について説明する。

• 資料提出は、①の区域区画の一部でもある影響軽減を先行し、影響軽減設備→火災感知設備→消火設備の順で提出する。
③ 発生防止対策【2/B〜2/E提出】

• 発生防止対策は許可段階では方針を述べていること、不燃・難燃要求に対する設計方針は先行電力と同様であることから、再処
理施設の設計エビデンスを示す資料となるため、基本的に資料提出。（主な論点は無いため上記②と並行して資料提出。）

• グローブボックスの難燃材料の使用については、再処理特有であるため個別の説明が必要。
④ 火災影響評価【2/E】

• 上記①〜③までの説明完了の後火災影響評価の方法（特にFDTSの条件）及び結果を提出する。

補足説明の流れ

①防護対象及び
火災区域・区
画の設定

②火災防護設備
（影響軽減→火災感知→消火の順）

③発生防止対策 ④火災影響評価

耐震（六条）へ

具体的資料の提出工程は資
料提出スケジュール参照 15



溢水防護対象設備の選定
○安全上重要な機器等の選定結果（11条火災に関係）
○上記のうち溢水評価の対象となる設備の選定結果
（使用する資料）

・各条00別紙４（Ⅵ-1-1-6-2）
・溢水02

設計条件及び評価判断基準
（溢水防護対象設備に対する
影響評価の方法）

○没水、被水、蒸気放出、スロッシング等の影響評価の方法について説明
（使用する資料）

・各条00別紙４（Ⅵ-1-1-6-3）
・溢水08〜14,17,18,20,23〜31,39

溢水影響評価の条件
○溢水源・溢水量、溢水防護区画及び溢水経路の設定
（使用する資料）

・各条00別紙４（Ⅵ-1-1-6-3）
・溢水05〜07,09,10,14,16

システム設計、構造設計等
（溢水防護設備の設計）

○被水、蒸気放出影響等を踏まえた防護方法について説明
・溢水源から除外する機器等の強度評価（配管）、耐震評価

（使用する資料）
・各条00別紙４（Ⅵ-1-1-6-3、Ⅵ-1-1-6-6〜7）
・溢水32〜38

解析・評価等
（溢水影響評価）

○没水、被水、蒸気放出、スロッシング等の影響評価結果について説明
（使用する資料）

・各条00別紙４（Ⅵ-1-1-6-4）
・溢水08,11〜13,20,22,29〜31

システム設計、構造設計等
（溢水対策設備の設計）

○溢水対策設備の設計（構造設計、強度評価、耐震評価）について説明
・溢水伝播を防止する設備（堰、防水扉等）
・被水影響を防止する設備（溢水防護板）
・蒸気影響を緩和する設備（自動検知・遠隔隔離システム）
・溢水量を低減する設備（緊急遮断弁、止水板及び蓋）

（使用する資料）
・各条00別紙４（Ⅵ-1-1-6-5〜7）
・溢水15,19,21

○設計上考慮すべき化学薬品の選定結果
（使用する資料）

・各条00別紙４（Ⅵ-1-1-7-2）
・個別補足説明資料 薬品02,03

（使用する資料）
・各条00別紙４（Ⅵ-1-1-7-3）
・個別補足説明資料 薬品07〜14

（使用する資料）
・各条00別紙４（Ⅵ-1-1-7-3）
・個別補足説明資料 薬品04〜08

（使用する資料）
・各条00別紙４（Ⅵ-1-1-7-3、Ⅵ-1-1-7-6〜7）

○没液、被液、腐食性ガスの放出等の影響評価結果について説明
（使用する資料）

・各条00別紙４（Ⅵ-1-1-7-4）
・個別補足説明資料 薬品09,10,12〜14

○化学薬品対策設備の設計について説明
・被液影響を防止する設備（薬品防護板）

（使用する資料）
・各条00別紙４（Ⅵ-1-1-7-5〜7）

薬品 ※説明の流れは溢水と同様であり、
共通する内容は溢水に合わせて説明する。

第6条（地震）へ

申請対象設備（36条）

第6条（地震）へ

防護対象設備の選定、
溢水区画の設定は、後
段の説明の前提となるた
め最初に説明する。また
、内部火災と共通する
内容であることから、これ
らの条文もまとめて説明
する。

「第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止」
「第十三条 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止」の説明順序

設計条件及び評価判断基準 ○溢水影響評価に関する基本方針について第１回申請から追加や拡充した
内容（差分）について説明

（使用する資料）
・各条00別紙４（Ⅵ-1-1-6-1）

（使用する資料）
・各条00別紙４（Ⅵ-1-1-7-1）

仕様表記載事項の確認

○仕様表記載項目の妥当性について説明
(使用する資料)
・共通08

(使用する資料)
・共通08設計要求等との照合 ○申請対象設備に対する要求事項に

対する適合性等を説明する。
（使用する資料）
・設工認申請書，各条00別紙４等

1①溢水

2-２溢水

3-1溢水

1②溢水

1③溢水

1④溢水

2-1①溢水

2-1②溢水

□2/8 ▽︓2/15

□︓2/22 ▽︓3/1

□︓3/3 ▽︓3/10
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「第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止」
「第十三条 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止」の補足説明資料提出方針

補足説明資料提出及び説明にあたり考慮すべき事項
●他条文へのインプット・・・ 耐震（六条）へのインプットとして溢水源から除外する機器、溢水対策設備に係るシステム設計及び構造設計等

（構造図、系統図等）の明確化が必要
●他条文からのインプット・・ 重大事故（三十六条）からのインプットとして、溢水影響に対する防護対象となる重大事故等対処設備の明確

化が必要
火災防護（十一条、三十五条）からのインプットとして、消火水等の放水による溢水源となる消火方法の明確
化が必要

●自条文内のインプット・・・ 溢水影響評価へのインプットとして溢水源から除外する機器、溢水対策設備に対する配置設計の明確化が必要

上記を踏まえた補足説明資料の提出の考え方(優先順位) ※化学薬品の漏えいに関する説明は溢水と同様
① 防護対象の選定 【2/8提出】

• 防護区画の設定及び影響評価の前提となるため、防護対象の選定について説明する。防護対象の選定に当たっては、溢水防護対象
設備に加え、重大事故等対象設備の選定についても説明する。

※ 化学薬品の漏えいに対しては、設計上考慮すべき化学薬品の設定についても説明する。
② 設計条件及び評価判断基準の策定【2/22提出】

• 溢水影響評価並びに溢水防護設備及び溢水対策設備の設計に対するインプットとして、溢水による損傷の防止に係る防護設計方
針について説明する。

• 溢水対策設備については、許可段階では想定される設備の設計方針を説明しているため、実際に設置するものについて明示する。
③ 影響評価の方法

• ②で説明した防護設計方針に従って、没水、被水、蒸気放出、スロッシング等の影響評価の方法について説明する。
• 影響評価方法については、屋内・屋外それぞれの評価方法について説明予定。

④ 溢水源・溢水量、溢水防護区画及び溢水経路の設定 【3/3提出】
• ②で説明した防護設計方針に従って、溢水源・溢水量、溢水防護区画及び溢水経路の設定について説明する。
• 溢水源については、耐震・応力評価により溢水源から除外する機器の設定について説明する。
• 上記のうち耐震評価へのインプットに必要となるシステム設計及び構造設計等について説明する。

⑤ 溢水対策設備の設計
• ②で説明した防護設計方針に従って、必要となる溢水対策設備の設計について説明する。
• 上記により対象設備と設置場所を明確にしたうえで、各対策設備の耐震へのインプットに必要となるシステム設計及び構造設計等

（構造図、系統図等）について説明する。
⑥ 溢水影響評価

• 上記③〜⑤までの説明完了の後、溢水影響評価結果を提出する。
17



ＳＡ関係
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設工認申請におけるSA関連情
報の相関

○基本設計方針 第１章 共通項目 と 第２章個別
項目の関係性

○基本設計方針－添付書類の相関、添付書類－添付
書類の相関整理

○第36条適合性説明に必要な項目（多様性、位置的
分散等）と記載箇所の整理

○事故対処条文（38条から42条）適合性説明に必
要な項目と記載箇所の整理

○サポート設備（44条から51条） 適合性説明に必要
な項目と記載箇所の整理

（使用する資料）
・重事17

システム設計、構造設計等
（SA設備（対策）の系統構
成・要求機能）

○SA設備の系統構成、設置場所、保管場所の詳細を説明
○系統図、構造図等の説明の他、DB-SA、SA-SAの兼用関係の詳細を説明
○関連する条文の関係を整理
（使用する資料）

・設工認添付図面
・重事18 、重事06 、重事08 、重事16               等

解析・評価等
（多様性・位置的分散、環境
条件 等）

許可で整理済の事項
・各重大事故の特徴
・重大事故等対処の概要
・SA設備に対する機能要求

申請対象設備

システム設計、構造設計等
（SA設備（対策支援系）の
系統構成・要求機能）

○SA設備（対策）と同様の内容を説明する。
（使用する資料）

・設工認添付図面
・重事18、重事06、重事08
・制御室01、緊対01

○重大事故等対処設備の所在の概要（敷地の全体マップ、建屋の全体マップを作製）
・DB－SAの兼用関係、SA－SAの兼用関係
・事故に直接対処する設備（38条から42条）とサポート設備（44条から51条）の関係

○事故影響による環境条件（環境温度・圧力、内部流体温度・圧力）の概要
（使用する資料）

・個別補足説明資料（重事16）

「第三十六条 重大事故等対処設備」、「第三十八条 臨界事故の拡大を防止するた
めの設備」〜「第五十一条 通信連絡を行うために必要な設備」の説明順序

設計条件及び評価判断基準 ○設計条件（基本設計方針等）について説明する。
（使用する資料）

・各条00別紙１、４

第33条（地震）
第37条（材構）へ

第8条（火山）へ

第8条（外部火災）へ

第12,13条（溢
水薬品）へ

第8条（竜巻）へ

○考慮する条件（共通要因、悪影響の因子、環境条件、事故時条件等）の整理
〇条件を踏まえたSA設備の設計を説明
〇SA設備以外（保管場所、屋内外アクセスルート）の設計を説明
・環境条件（環境温度・圧力、内部流体温度・圧力）に対する健全性評価
・竜巻に対する考慮（常設SAの防護設計、可搬SAの固縛）
・火山に対する考慮（常設SAの防護設計、可搬SAの運用）
・外部火災に対する考慮（常設SAの防護設計、可搬SAの保管）
・溢水薬品に対する考慮（常設SAの防護設計、可搬SAの保管）
・内部火災に対する考慮（常設SAの防護設計、可搬SAの防護計画）
・可搬型SAの保管（耐震性、アクセス性他）
・1.2Ssに対する考慮
（使用する資料）

・各条00別紙４（Ⅵ-1-1-4-2, Ⅵ-1-1-4-2-1〜3）
・重事03,04,09等
・重事05
・重事07,10,20
・重事19

1 重事

2-1①重事

2-1②重事

2-2①重事

■︓1/5

■︓1/20
□︓2/8 □︓2/8 □︓2/8

▽︓2/15

□︓2/17 ▽︓2/27
□︓2/8 ▽︓2/15

□︓2/17 ▽︓2/27

19

□︓1/30

□︓2/17 ▽︓2/27



解析・評価等
（個数・容量）

○凝縮器の設計（必要伝熱面積を有すること等）等を説明
（使用する資料）

・各条00別紙４（Ⅵ-1-1-3）
・重事12,15、蒸発乾固01〜03

「第三十六条 重大事故等対処設備」、「第三十八条 臨界事故の拡大を防止するた
めの設備」〜「第五十一条 通信連絡を行うために必要な設備」の説明順序

○申請対象設備に対する要求事項に対する適
合性等を説明する。

（使用する資料）
・設工認申請書，各条00別紙４等

設計要求等との照合

○仕様表記載項目に妥当性について説明する。
（使用する資料）
・共通08

仕様表記載事項の確認

2-2②重事

□︓3/1 ▽︓3/8
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3-1重事



補足説明資料提出及び説明にあたり考慮すべき事項
●事故条文（38〜43条）及び重大事故等対処設備（36条）から支援系条文（44〜51条）へのインプット・・・ 支援系条文へのイン

プットとして、重大事故の発生条件（外的事象、内的事象）、重大事故等が発生する設備、復旧させるべき安
全機能（冷却水の供給、水素掃気等）及びそれに使用する設備、アクセスルート、可搬型設備の保管場所に
係るシステム設計及び構造計画等（構造図、系統図等）の明確化が必要。

●重大事故条文から他条文（８条等）へのインプット・・・ 重大事故等対処設備の設置場所、保管場所、アクセスルート、操作場所などの位
置情報の明確化が必要。また、耐震評価、耐圧評価のインプットとして重大事故等が発生した場合の内部流体
温度、圧力及び新設設備の構造計画構造計画等（構造図、系統図等）の明確化が必要。

●事故条文（38〜43条）内のインプット・・・ 重大事故等への対策及び必要な設備設計として、重大事故の発生条件（外的事象、内的
事象）、重大事故等が発生する設備、

上記を踏まえた補足説明資料の提出の考え方(優先順位)
① 基本設計方針説明、設工認申請書の構成説明

○設工認申請におけるSA関連情報の相関整理 【1/20提出】
• 基本設計方針第1章共通項目、第2章個別項目の関係性について説明する
• 基本設計方針-添付書類、添付書類間の相関関係について説明する
• 36条適合性説明に必要な項目について相関関係を説明する（環境条件、竜巻、火山、溢水、1.2Ss等）

② 申請対象設備の整理
○再処理施設における重大事故の全体像【1/30提出】
• DB-SA、SA-SA間の兼用関係について概要を説明する
• 事故対処条文の対策を成立させるために必要な設備（38条から51条）の関係を整理

○「再処理施設の技術基準に関する規則」の第36条及び第38条から51条に基づく主要な重大事等対処設備一覧表
【2/8提出】

○重大事故等対処設備の系統構成等に関する補足【2/8提出】
• SA設備の系統構成、設置場所について、系統図、配置図を用いて説明する。
• 新設SA設備の構造概要を概要図を用いて説明する。
• DB-SA、SA-SA間の兼用関係について、申請書における系統図、構造図、補足説明資料を用いて詳細を説明する

「第三十六条 重大事故等対処設備」、「第三十八条 臨界事故の拡大を防止するた
めの設備」〜「第五十一条 通信連絡を行うために必要な設備」の説明順序
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上記を踏まえた補足説明資料の提出の考え方(優先順位)
② 申請対象設備の整理（つづき）

○可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセスル－ト【2/8提出】
• 溢水、薬品漏えいの影響評価のインプットとなる情報の提示

○重大事故等時における現場操作の成立性について
③ 環境条件等

○環境条件に対する健全性評価手法
○安全機能を有する施設，安全上重要な施設及び重大事故等対処設備の環境条件の設定について
• 重大事故等の発生に伴う内部流体温度、圧力の設定根拠説明
• 内部流体温度、圧力が空間に伝播することで生じる建屋内外の環境温度、圧力、放射線の設定根拠説明

○重大事故等における供用状態の考え方【2/17提出】
• 耐圧強度評価の許容値設定の根拠となる供用状態の考え方について説明する（水素爆発、TBP）。

④ 個数・容量
○凝縮器の冷却機能評価について【3/1提出】
• 設定根拠説明書を基に、凝縮器の設計等容量に係る部分について妥当性を説明する

○内部ループへの通水及び冷却コイル等への通水に関する除熱評価について【3/1提出】
○貯槽等への注水流量評価について【3/1提出】
○大型移送ポンプ車，可搬型中型移送ポンプ等に使用する可搬型ホースの保有数の考え方について【3/1提出】
○配管内標準流速について【3/1提出】

⑤ 多様性・位置的分散、悪影響防止、操作・試験検査
○共用設備について
• ②で説明できていない内容について説明する。

⑥ 支援系条文に関する説明 【4/M〜】
• ③〜⑤について、支援系条文について説明する

「第三十六条 重大事故等対処設備」、「第三十八条 臨界事故の拡大を防止するた
めの設備」〜「第五十一条 通信連絡を行うために必要な設備」の説明順序
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「第三十六条 重大事故等対処設備」、「第三十八条 臨界事故の拡大を防止するた
めの設備」〜「第五十一条 通信連絡を行うために必要な設備」の説明順序

補足説明の流れ

①重大事故等へ
の対処に係る
全体像

②設工認申請書におけるSA関連情報の相
関関係

③ SA設備の系統構成 ⑤個数・容量

溢水等関連条文へ

具体的資料の提出工程は資
料提出スケジュール参照

④ 環境条件等


